
 

 

 

2026 年６月 30 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長  楠元  健一郎 

 （コード 7918、東証スタンダード市場） 

問い合わせ先 常務執行役員経営推進本部長 羽根 英臣 

 電 話 番 号 0 3－ 5 1 5 5－ 6 8 0 1 

 

事業再生計画に係る債権者間協定の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2021 年４月 20 日に成立した事業再生 ADR 手続に基づく事業再生計画に関し、対象

金融機関全行との間で事業再生計画に係る債権者間協定の変更協定書を締結いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、2021 年４月 20 日に成立した事業再生 ADR 手続に基づく事業再生計画に沿って、収

益構造改革及び財務基盤の強化に取り組んでまいりました。 

その結果、一定の成果が認められる一方で、原材料価格、人件費及び物流費の上昇など、事業

環境は引き続き大きく変化しております。 

このような状況を踏まえ、当社は中長期的な企業価値向上及び財務基盤の安定化を図るため、

対象金融機関と協議を行った結果、対象金融機関全行の同意を得て、債権者間協定の一部を変更

することといたしました。 

 

２．変更の内容 

対象金融機関との間で締結している債権者間協定について、主に以下の内容を変更いたします。 

 

（１）協定期間の延長 

変更前：2026 年６月末日まで 

変更後：2027 年６月末日まで 

 

（２）キャッシュフロー返済期限の延長 

変更前：2022 年から 2026 年までの毎年６月末日 

変更後：2022 年から 2027 年までの毎年６月末日 

 

なお、上記以外の事項については、従前の債権者間協定の内容に変更はありません。 

 

３．今後の見通し 

当社は、ワンカンパニー体制のもと、収益力の向上及び財務基盤の強化に引き続き取り組み、

事業再生計画の完遂と持続的な成長の実現を目指してまいります。 

なお、本件による 2027 年３月期連結業績への影響は軽微であります。 

今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以上 


